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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【公開番号】特開2007-47260(P2007-47260A)
【公開日】平成19年2月22日(2007.2.22)
【年通号数】公開・登録公報2007-007
【出願番号】特願2005-229331(P2005-229331)
【国際特許分類】
   Ｇ１０Ｋ  15/04     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  17/00     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ  27/10     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   7/173    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１０Ｋ  15/04    ３０２Ａ
   Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｌ
   Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｆ
   Ｇ１１Ｂ  27/10    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   7/173   ６３０　

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月29日(2008.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品に設置されるＲＦＩＤタグと、
　コンテンツの利用履歴に基いて複数のコンテンツを特定するプレイリストを作成し、該
ＲＦＩＤタグに関連付けて記憶するホーム側装置と、
　該ＲＦＩＤタグを検出するＲＦＩＤリーダを備え、検出されたＲＦＩＤタグに関連付け
て記憶されているプレイリストにより特定されるコンテンツを利用可能とする移動側装置
とを具備し、
　前記プレイリストは前記ＲＦＩＤタグに書き込まれ、
　ユーザの外出の際に前記ＲＦＩＤタグに前記プレイリストを書き込むＲＦＩＤライタを
備えたことを特徴とするコンテンツ再生システム。
【請求項２】
　所定の駐車場所に駐車した車両に設置された前記移動側装置と通信可能な範囲に設けら
れ、前記プレイリストにより特定され前記移動側装置に格納されていないコンテンツのデ
ータを前記ホーム側装置から該移動側装置へ転送する送受信設備をさらに具備することを
特徴とする請求項１記載のコンテンツ再生システム。
【請求項３】
　前記ＲＦＩＤタグには移動側装置におけるコンテンツの利用履歴が書き込まれ、前記ホ
ーム側装置は該移動側装置におけるコンテンツの利用履歴をも加味してプレイリストを作
成することを特徴とする請求項２記載のコンテンツ再生システム。
【請求項４】
　前記移動側装置は、前記プレイリストにより特定され該移動側装置に格納されていない
コンテンツのデータを無線ネットワークを介して前記ホーム側装置から取得することを特
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徴とする請求項１記載のコンテンツ再生システム。
【請求項５】
　移動側装置におけるコンテンツの利用履歴が前記無線ネットワークを介して移動側装置
からホーム側装置へ転送され、前記ホーム側装置は該移動側装置におけるコンテンツの利
用履歴をも加味してプレイリストを作成することを特徴とする請求項４記載のコンテンツ
再生システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明によれば、物品に設置されるＲＦＩＤタグと、コンテンツの利用履歴に基いて複
数のコンテンツを特定するプレイリストを作成し、該ＲＦＩＤタグに関連付けて記憶する
ホーム側装置と、該ＲＦＩＤタグを検出するＲＦＩＤリーダを備え、検出されたＲＦＩＤ
タグに関連付けて記憶されているプレイリストにより特定されるコンテンツを利用可能と
する移動側装置とを具備し、前記プレイリストは前記ＲＦＩＤタグに書き込まれ、ユーザ
の外出の際に前記ＲＦＩＤタグに前記プレイリストを書き込むＲＦＩＤライタを備えるこ
とを特徴とするコンテンツ再生システムが提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、前記コンテンツ再生装置は、所定の駐車場所に駐車した車両に設置された前記移
動側装置と通信可能な範囲に設けられ、前記プレイリストにより特定され前記移動側装置
に格納されていないコンテンツのデータを前記ホーム側装置から該移動側装置へ転送する
送受信設備をさらに具備することが好適である。
　前記ＲＦＩＤタグには移動側装置におけるコンテンツの利用履歴が書き込まれ、前記ホ
ーム側装置は該移動側装置におけるコンテンツの利用履歴をも加味してプレイリストを作
成することがさらに好ましい。
　前記移動側装置は、前記プレイリストにより特定され該移動側装置に格納されていない
コンテンツのデータを前記送受信設備に代えて、無線ネットワークを介して前記ホーム側
装置から取得することも可能である。
　この場合に、移動側装置におけるコンテンツの利用履歴が前記無線ネットワークを介し
て移動側装置からホーム側装置へ転送され、前記ホーム側装置は該移動側装置におけるコ
ンテンツの利用履歴をも加味してプレイリストを作成する。
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